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なぜ使えないのか

　全庁的な防災情報システムが積極的に活用され，被

害の軽減に有効に機能した事例を筆者は残念ながら

聞いたことがない．災害時の情報共有を円滑にする

ために整備した手前，なかなか広言されないものの，

被災自治体への調査を実施すると，むしろ情報シス

テムが機能しなかった例は枚挙にいとまがない．「な

ぜ防災情報システムは使えないのか？」，その背景や

理由の一端について筆者の私見を述べ，効果的な防

災情報システムを整備するための課題を整理したい．

　本稿では，国，都道府県や市町村で導入されてい

る全庁的な防災情報システムを念頭に置きながら，

防災情報システムが有効に活用されない背景や理由

について，筆者自身がかかわった取り組みを踏まえ

て私見を述べる．ただし，具体的な組織名称はあえ

て明示していない点がある．ご賢察いただきたい．

いまだに実現しない防災情報共有プ
ラットフォーム

　筆者は 2005年 2月～ 2007年 3月まで独立行政

法人防災科学技術研究所（現，国立研究開発法人防

災科学技術研究所）地震防災フロンティア研究セン

ター川崎ラボラトリーに在職し，文部科学省科学技

術振興調整費重要課題解決型研究「危機管理対応

情報共有技術による減災対策」（2004～ 2006年度）

に従事し，災害対応の最前線である市町村から都道

府県，総務省消防庁までの情報共有の実現に参画し

た．このプロジェクトでは，防災関係機関が共有す

べき情報項目とそのスキーマを明らかにし，減災情

報共有プロトコルとそれに準拠したデータベースを

介した異システム間の連携を実現させ，モデル自治

体での実証実験を通じて有効性を確認した．開発さ

れた技術はインターネット上で公開され，成果の一

部は一般財団法人全国地域情報化推進協会の防災業

務アプリケーションユニット標準仕様に採用された．

こうして社会実装を推進するための一連のプロセス

を経たが，自治体の防災情報共有は遅々として進展

せず，そもそも省庁間の横断的なプラットフォーム

も実現していない．

　この大型研究プロジェクトは，中央防災会議 「防

災情報の共有化に関する専門調査会」（2003年 3月）

の答申を受けて，文部科学省が国の重要施策を実現

するための科学技術振興調整費として事業化したも

のである．中央防災会議とは内閣総理大臣を会長と

して，全閣僚等からなる防災に関する重要な施策を

決定する会議である．中央防災会議は，専門的事項

を調査するために専門調査会を設置することができ，

この専門調査会で防災情報システム整備の基本方針

が示された（図 -1）．
　これを見ると，「防災関係機関全体の迅速・的確

な情報の収集・伝達・提供体制を確立」し，「平常

時からの防災情報の的確な共有・活用を体系的に推
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進」，「情報の共通化・標準化を図る，本格的に IT

を活用した防災電子政府を構築」と 2020年現在で

も通用しそうな文言が並んでいる．この基本方針が

出されてから 8年後，2011年東北地方太平洋沖地

震が発生した．国の緊急災害対策本部がとりまとめ

た被害報はWebサイト上で公開されたが，明らか

に紙をスキャンした資料をまとめた PDFであった．

「3年を目標に実用化を図る」との基本方針は，東

日本大震災当時はおろか，2020年現在でも実現し

ていない．なぜ，国を挙げて実施すると言った基本

方針が 10年以上経過しても実現しないのか．次章

ではその背景や理由について考えてみたい．

防災情報システムが整備されない理由

行政の縦割り
　筆者がかかわった事業は文部科学省の予算で実施

されたものであり，周知の通り文部科学省は自治体

を所管していない．総務省消防庁は自治体を所管し

ているが，省庁間のとりまとめは内閣府である．内

閣府は地方の出先機関を持たず，自治体に対しては

通知を出すことはできても，管理監督する立場には

ない．このように防災情報システム全体を推進する

体制が，我が国には欠落していると言えるだろう．

　典型的な縦割りの防災情報システム整備の例とし

ては，国土交通省の土砂災害情報相互通報システム

が挙げられる．住民が都道府県に対して土砂災害の

前兆現象および災害発生状況等の土砂災害関連情報

を都道府県と住民とが相互に通報できるシステムで

ある．国が補助金を出し多くの都道府県で整備され

たが，ほとんど活用されておらず，会計検査院に改

善が要求された．都道府県に土砂災害を通報する

ためだけのサイトにアクセスさせたり，専用のアプ

リをインストールさせるという考えはそもそも筋

が悪い．被害情報の写真をアップするだけであれば，

Twitterの方がはるかに有効だろう．実際，2014年 2

月大雪時に佐久市長が，2018年 7月豪雨時に総社市

長が，2019年台風 19号時に長野県防災が，Twitter

を駆使して被害情報の収集や情報発信を行ったのは

記憶に新しい．使い勝手という面でも，住民が普段

から使用しているため問題がない．

権限と責任の乖離
　我が国は伝統的にどこかに権力を集中させないよ

うになっている．情報共有プラットフォームが実現

しない現状を見ると，これは内閣府防災の限界を

示唆していると考えられる．よく

知られていることであるが，内閣

府防災にはプロパー職員（いわゆ

る生え抜きの職員）が不在であり，

各省庁からの出向者で構成されて

いる．省庁間の情報共有プラット

フォームを整備することは，各省

庁の情報システム整備の予算を縮

小させることにつながる．しかし，

そうした取り組みを積極的に推進

するモチベーションを出向者が持

ちにくいことは想像にかたくない．

しかも，2～ 3年で元の省庁に戻

るのである．■図 -1　防災情報システム整備の基本方針（出典：内閣府（2003））
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　そう考えると，抜本的な取り組みが進まないのも

理解できる．各省庁を横断するプラットフォームの

整備が進まない中，国土交通省は独自に統合災害情

報システム（DiMAPS）を整備している．このよ

うに内閣府が各省庁の防災情報システム開発の統制

ができず，アクセルとブレーキを同時に踏むかのよ

うな状況の中で，年月が経過し今日に至っている．

なお，防災情報共有プラットフォームは，変遷を経

て SIP4D（府省庁連携防災情報共有システム）と

名称を変え，現在も研究開発が続けられている．

被害情報を入力するのは災害対応の最前線
　筆者が大学院生のころ，研究室には首都圏の政令

指定都市の職員が，社会人修士課程として入学され

ていた．阪神・淡路大震災後であり，その県は当時

最先端の防災情報システムを整備し，市町村には県

に報告するための端末が置かれていた．市の職員の

話では，防災情報システムはほとんど活用されてい

ないということであった．理由は簡単で，県に通報

しても何のメリットもないからということであった．

実はこの状況は 20年経過した今日でも何ら変わっ

ていない．

　ある県で防災情報システムを整備する事業が予算

化された．そのとき，市町村の災害対応を支援する

システムをあわせて開発することが提案されたが，

県の財政部局に却下された．「市町村の業務を支援

するシステムを県の予算で開発することはまかりな

らん」ということであった．しかし，県に報告する

ための端末が市町村に置かれても，市町村には災害

時の忙しいときに，システムに入力する手間が増え

るだけであり，前述のように積極的に活用されない．

したがって，被害状況を報告させるのではなく，被

害状況のとりまとめ自体は業務として行わなければ

ならないので，市町村の災害対応業務を支援するシ

ステムを整備し，上位機関がその情報を確認すれば

よいのである．

　実際問題として，大規模災害時には国に情報がな

かなか上がらない．国は都道府県に，都道府県は市

町村に，早く情報を報告するように何度も問い合わ

せを行っている．市町村の災害対応業務を支援する

標準的な仕組みを導入すれば，わざわざ報告するこ

となく国や都道府県は各市町村の対応状況や被害情

報を一目で把握できるようになる．このように考え

ると，個々の自治体が個別に情報システムを開発す

る意義はほとんどなく，広く情報共有を実現する上

ではむしろマイナスにしかならない．

公共事業である防災情報システム
　防災情報システムは，公共インフラである道路や

ダムの整備と同様に，行政が発注する公共事業と

なっている．そのため，開発費で儲けるのではな

く，システムの保守管理費用で開発コストを回収す

るようなことが横行していた．このような状況では，

ITベンダはシステムの標準化などはもってのほか

であり，独自システムで他システムに代替されない

ようにすることが，自分たちが長期にわたって利益

を確保する近道となる（いわゆる囲い込み）．その

結果，わずかなシステム改修に百万円のオーダーで

費用がかかるため，改修ができないといった声も聞

いたことがある．10年以上前のことであるが，あ

るベンダの人にどの県にどのベンダが入り込んでい

るのか全国地図を見せてもらったことがある．人口

規模の大きな都道府県はすでに占領されており，い

くつかの県は空白地となっていた．まさに国盗り地

図そのものであった．

　一方，ベンダにとって防災情報システムは，それ

ほど美味しい商売ではないという声も聞いた．要求

仕様を行政職員が作成することができず，「地域防

災計画に記載されている業務」というようなあいま

いかつ膨大な要求がなされることもしばしばだから

である．さらに，ベンダ側は標準的なシステムを準

備しているものの，自治体ごとに要求される独自の

改良や開発が膨大で，工数は大幅に増加する．さら

に，行政の予算の硬直性に起因した，開発工期の短
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さがある．工数は増えても開発期間は伸びず，予算

は増えないので，当初の計画を超えて大幅な赤字と

なる例も少なくない．

　また，防災情報システムは一端整備されると，一

般的に大きな予算は二度とつかない．道路やダムと

違い，毎年一定の業務がコンスタントに発生しない

のである．そのため，自治体の防災業務に精通した

優秀な人員を常駐させることは困難であり，結果と

して発注する側もシステム開発を受注する側も，防

災業務に詳しくないといったことが実際に少なくな

かった．これでは良いシステムができようもない．

頻度の高い人事異動と専門性の欠如
　発注する行政が防災情報システムの要求仕様をつ

くれないのは，災害対応業務が日常業務ではなく，

災害という非常時の業務であることも大きい．滅多

に起きないから災害なのであり，我が国の行政機関

で一般的に行われている OJT（On-the-Job Train-

ing）では，災害対応業務は学べないのである．国レ

ベルでは毎年のように発生するが，地域や時間を限

定すれば災害の頻度は決して高いとは言えず，自治

体レベルでは，大きな災害は上司も経験したことが

ないということもよくあることである．さらに行政

機関では，2～ 3年で異動するため，防災実務に対

する専門性は一向に高まらない．防災情報システム

を使用する職員が素人同然というのは，大きな制約

の 1つであろう．

災害は低頻度
　情報システムが積極的に活用されているものとし

て，消防指令システムや 110番通報システムがある．

しかし，これらは日常的に利用されているシステム

であり，日々のフィードバックを受けて改良が行わ

れている．しかし，防災情報システムは，災害時に

活用されるシステムであるため，日常的な利用は訓

練を除いてそもそも難しい．結果として，使い勝手

を左右する画面のインタフェースが酷いなど，マ

ニュアルレスとはほど遠い使い勝手となる．

　さらに行政の失敗できない文化（無謬性）がある．

防災情報システムのほとんどは，予算化にあたって

組織間の情報共有を円滑にするために導入されてい

る．そのため，実災害時に有効に機能しなかったと

しても，そのことに対して行政自身による批判的な

検証を行うことが困難な側面がある．こうした状況

を踏まえると，自治体単位で失敗の知見を蓄積する

のは基本的に無理があり，国レベルで広く教訓を蓄

積し，システムの改良にフィードバックする必要が

あると筆者は考える．平常業務であれば使い勝手の

悪いシステムは淘汰されるが，防災情報システムは

災害の頻度が低い故にその使い勝手の悪さが露見し

にくいのである．

最先端の研究と親和性が低い
　筆者が内閣府と兵庫県が設置した人と防災未来セ

ンターの研究員だったころ，阪神・淡路大震災当時，

兵庫県知事として陣頭指揮を執った故貝原俊民氏と

若手研究者が意見交換をする機会があった．そのと

きに開口一番言われた「ハイテクは役立たない」は，

今でも鮮明に覚えている．大学で博士号を取得して

いる我々研究者にとって，研究を全否定されたよう

に感じた．独自性や新規性は，研究開発に不可欠な

要素と信じて疑わなかったからである．しかし，冷

静に考えてみるときわめて当たり前のことである．

災害時のような不確実性の高い状況でも機能しなけ

ればならないのが防災情報システムであり，そうだ

とすると頑健性やメンテナンスの容易さが重要であ

り，いわゆる枯れた技術の方が最先端技術よりも重

要との判断はたいへん理にかなっている．

統合システムの欠如
　必要なのは個々の課題を解決するアプリケーショ

ンではなく，防災業務全体のプロセスのリストラク

チャリングであり，それを支援するシステムである．

そもそも，流通している防災情報や自治体の災害対
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応業務が，自治体間で大きな違いがあるはずがない．

むしろローカルな言語やルールをできるだけ排し，

標準化を推進することこそが重要であろう．こうし

た環境整備なくしては，防災情報システムの有効活

用はおぼつかないだろう．

　

効果的な防災情報システムを整備す
るために

　本稿では「なぜ防災情報システムは使えないの

か？」というテーマに対して，その理由や背景の一

端について私見を述べた．新型コロナウイルス感染

症で図らずも明らかになったことは，我が国が海外

と比べて圧倒的に IT化が遅れているという事実で

ある．各地の保健所の情報は，厚生労働省にすぐに

集約されない．都道府県によって数字の定義や意味

が異なる．さらに都道府県で独自に警報や警戒レベ

ルを設定し，名称や基準もバラバラなのに至っては，

我が国に標準化というものが永遠に根付かないので

はないかと筆者に感じさせるものであった．しかも，

こうした状況に対して国は静観するだけであり，主

体的に統一しようとするわけでもない．

　話を防災情報システムに戻そう．防災省や危機管

理庁といった防災施策を所管する省庁を新設し，そ

こに「使える防災情報システム」を実現するための

責任を持たせることが重要であろう．標準的な防災

情報プラットフォームは国が開発し，自治体や防災

関係機関に整備する．自治体の災害対応業務を支

援するシステムも国が開発し，クラウドで提供す

る．当たり前のことが当たり前になっていない現状

を，早く解決する必要がある．従来の縦割り行政に

よる部分最適から脱却し，全体最適を実現するため

のツールとして防災情報システムを位置付けなけれ

ばならない．

　防災情報システムが使えないのは，「情報の技術

的な問題」ではないだろう．有効な技術は存在して

いるにもかかわらず，それを行政組織として活用す

る仕組みがないのである．なお，本稿の記述内容の

多くは，筆者が情報システム開発にかかわった古い

情報がベースになっている．そのため，いろいろな

記述内容は古いものであり，現状では大きく変わっ

ていることも少なくないと思われる．むしろそうで

あってほしい．しかし，いくつかの自治体の実情を

知っている立場からすると，残念ながら大きく変

わっているようには見えない．

　おりしも 2020年 9月 16日，菅義偉内閣が発足

した．「縦割り行政打破」が表明され，デジタル庁

の新設や 5年以内に自治体システム統一の基本方針

が矢継ぎ早に打ち出された．こうした表明に期待感

を持ちつつも，ある種の既視感を覚えるのは筆者だ

けではないだろう．e-Japanである．2000年 7月，

政府は IT戦略本部を設置し，翌年 7月に e-Japan

戦略を発表し，5年以内に世界最先端の IT国家を

目指すことを表明した．その顛末は周知の通りであ

る．こうした過去の取り組みの総括が必要であろう．

今度こそ同じ轍を踏まず，自治体システムの統一が

なされ，防災情報システムが有効に活用される社会

が実現することを強く期待している．本稿がそのた

めに少しでも役に立てば望外の幸せである．
（2020年 9月 23日受付）
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